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株式会社 森口産業 

〒９１４－０８２１   福井県敦賀市櫛川８４号１５番地 
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株式会社 森口産業 環境方針 

 

 

 株式会社森口産業は、地域環境汚染対策推進はもとより、地球環境の保全、再生に進ん

で取り組む義務が課せられていることを認識し、環境負荷の低減に努力します。 

 

 

① 当社の活動、主に産業廃棄物収集運搬及び処理業に係わる環境影響を常に意識し、自

主的、積極的に環境への取り組みと継続的な環境負荷の削減を図ります。 

 

② 当社の活動、主に産業廃棄物収集運搬及び処理業に係わる環境関連法規その他の要求

事項を遵守します。 

 

 

③ 当社の活動、全般に係わる環境影響の内、以下の項目を環境管理重点テーマとして取

り組みます。 

 

＊取り扱い廃棄物のリサイクル率向上を目指す 

＊エネルギー使用量の削減 

＊水使用量の削減 

＊会社内外の環境美化 

＊再生商品の積極的な導入 

 

この環境方針は、従業員に周知すると共に、社外にも公表する。 

 

 

 

平成１７年６月１日制定 

株式会社 森口産業 代表取締役 

             山口忠彦 

 

 

 

 

 



＊ 事業の概要 

 

⑴ 事業社名 

  株式会社 森口産業 

  代表取締役 山口 忠彦 

 

⑵ 所在地 

  本社 福井県敦賀市櫛川８４号１５番地 

    福井支店 福井県福井市和田東 2 丁目 1805 番地 

  福井土場 福井県福井市合島町 3 字 5 番 

  上記 3所 エコアクション認証登録対象範囲 

     

⑶ 環境保全関係の責任者及び担当者 

  責任者 社長 山口忠彦 

  担当者 総務 山﨑浩文 

  連絡先 ℡ ０７７０－２４－３９９６ 

      Fax０７７０－２４－２３３０ 

 

⑷ 事業の内容 

  産業廃棄物収集運搬・中間処理・最終処分 

 

⑸ 事業規模 

  資本金 １０００万円 

  従業員数 １１名  

  廃棄物取扱量  ４，１７１ｔ  

収集運搬量      ３，９１２ｔ 

リサイクル委託  １，１１６ｔ  

最終処分       ７３ｔ 

  施設面積 １００００㎡ 

  法人設立年月日 平成元年 7 月 20 日 

  売上高 3 億 4,716 万円 

 

 

 

 

 



⑹許可内容 

  産業廃棄物収集運搬     運搬車両 普通キャブオーバー7 台  

普通コンテナ専用車 4 台 

                  積替保管 面積 760 ㎡ 

廃プラスチック類など 90 ㎥ 

石綿含有産業廃棄物 10 ㎥ 

  産業廃棄物中間処理  （選別：19.75ｔ/日）（破砕：4.8ｔ/日） 

  産業廃棄物最終処分     安定型埋立   ５９，０４４．８㎥    

                                残余容量      １５，８７８．９㎥ 

                                処分場面積    ７，７７８．４６㎡ 

 

  ⑺許可番号、年月日、有効期限 

産業廃棄物処分業 

福井県  01840040618 号 令和 ３年 6 月 14 日 令和 8 年 6 月 5 日 

産業廃棄物収集運搬 

 福井県 01817040618 号 平成 31 年 1 月 29 日 平成 36 年 1 月 28 日 

  

 

  ⑻事業計画の概要 

各排出事業者及び中間処理業者からの産業廃棄物を収集運搬、若しくは、直接受

け入れし、中間処理(選別、破砕)にて減量及び分別をして、資源利用や最終処分に

て適正な処分を行う。 

 

⑼取扱廃棄物 

中間処理 

廃プラスチック類・木くず・紙くず・繊維くず・ゴムくず・がれき類・金属く

ず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず・ 

     

    最終処分 

廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び

陶器くず・がれき類(石綿含有産業廃棄物含む) 

  

 

 

 

 



⑽廃棄物の収集・運搬、処理料金 

     無料にて御見積を作成いたします。 

 

収集運搬 
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(11)組織図 

 

実施体制         

         

社長  環境管理責任者   選別、最終処分責任者     選別、埋立担当者 

山口   山口社長     福本工場長    ２名 

  補佐         

  山﨑課長         

      運搬責任者     車両担当者 

      都解課長    ３名 

           

           

      総務責任者     経理担当者 

      山崎課長    1 名 

           

           事務担当者 

         ２名 

      営業責任者    

     山口社長    

 



 

 



 

⑾処理工程図 

廃止 

廃止 



環境目標と活動計画及びその実績 

 

⑴  環境目標と活動計画 

  SDGｓの取組みとして下記の環境目標を掲げて環境活動に取り組んでおります。 

       （前年に引き続き、環境目標定着を目指し同一目標とする。） 

 

① リサイクル率の向上：リサイクル率を向上（目標値：25％） 

・リサイクルルートの確立 

・選別作業員の意識改革 

・排出事業者への分別依頼 

・選別処理の精度アップ 

 

② エネルギー使用量削減：二酸化炭素排出削減（目標値：前年比１％）   

・収集運搬車両の燃費を把握 

・エコドライブの徹底 

・事務所照明こまめな消灯 

・処理設備、車両の日常点検強化 

・設備、重機、車両の過負荷運転回避 

 

③ 水使用量の削減：水の無駄使いを無くし、前年度実績以下に抑える 

・無駄のない水利用(洗車、融雪等) 

・排水基準の順守 

 

④ 会社内外の環境美化：自主的な清掃活動 

・日常的な近隣パトロール 

・自主的な内外の清掃 

 

⑤ 環境負荷の少ない商品・設備等の導入：低燃費車導入を図る   

・環境省補助事業を活用して、すべての車両を低燃費車に切り替える。 

・重機、車両の修理部品について可能な限りリンク品検討 

・その他、使用状況、対応状況に応じてエコ商品探す 

  

 ⑵ 目標の達成状況 

    事業活動の内容から、環境負荷に与える影響が大きい内容であるが、その立場を

理解し、環境に今以上の負荷を与えないために、日頃の管理を大切にし、少しで

も環境負荷低減に寄与できたと考えられます。 



   

① （リサイクル率の向上） 

    廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分を業としている為、廃棄物の受け入れ側

となり自らの業務で廃棄物抑制は難しい問題である。その中で選別に力を入れ、

分ければ資源との考えで、木くず・廃プラスチックは、原料・燃料に。金属くず

は、製綱原料に。がれきは、再生路盤材に。全て有効利用できるルートを確保 

        前年度実績 より 0.1％ 向上 する事が出来た。 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標値 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持 

実績 25.2％ 

(再生 1361t / 総量 5386t) 

26.6％ 

(再生 1165t / 総量 4375t) 

26.7％ 

(再生 1116t / 総量 4171t) 

 

 

② （エネルギー使用量削減） 

     車両、重機等で使用する燃料削減に取り組み、エコ運転、適正負荷、作業効率の

見直しを行い 前年比 4.3％削減が達成出来た。 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標値 1%削減(前年比) 現状維持 現状維持 現状維持 

実績 288,050(kg-CO2) 

（前年比 8.2％ 削減） 

275,747(kg-CO2) 

（前年比 4.3％ 削減） 

263,859(kg-CO2) 

（前年比 4.3％ 削減） 

 

    ※2019 年度北陸電力 実排出係数 0.497(kg-CO2/kWh) 

 

③ （水使用量の削減） 

     雨水の利用等、既存の設備管理で、適正に利用できている。排水に関しては、廃

棄物処理法の排水基準、地域の排水基準を遵守できている。 

        各自、洗車時等の節水に心掛ける。前年比 22 ㎥（5.4％）削減出来た。 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標値 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持 

実績 449 ㎥ 407 ㎥ 385 ㎥  

 

④ （会社内外の環境美化） 

     環境に対する取り組みの中で、各人の意識は以前より格段に向上してきている、

通勤途上、作業中問わず近隣、場内ともにごみの飛散に対し、習慣的に清掃でき

るように成った。活動として、近隣道路ごみ拾い、側溝掃除、不法投棄撤去作業

参加がある。 今年度も、引き続き継続中 

（毎日の点検項目に組み込み、清掃できた。） 

   



年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 自主的な清掃活動 活動の継続 活動の継続 活動の継続 

実績 適切に実施できた 適切に実施できた 適切に実施できた  

 

⑤ （環境負荷の少ない商品・設備等の導入） 

運搬車両・重機の入れ替えにより、低燃費車に切り替える。 

   ３１２ＦＧＣ ２台 を ３１３ＧＣ ２台 に入替 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 活動の継続 活動の継続 活動の継続 活動の継続 

実績 実施できた 実施できた 実施できた  

 

 

環境活動の取り組み結果の評価、次年度の取り組み内容 

 

⑴  リサイクル率の向上 

  評価 

受入廃棄物の中で、建設廃棄物の資源化が確実に定着した。 ○ 

選別作業員の意識改革を行う。 ○ 

排出事業者様による現場から直接リサイクル業者様への搬出等の増加により 

自社が集荷する混合廃棄物のﾘｻｲｸﾙ可能物の割合が減ったが前年度 26.6％に

対し 26.7％とわずかであるが、向上する事が出来た。 

 

○ 

 

 

次年度の取組 

更なるルート開拓を行う。 

 

⑵  エネルギー使用量の削減 

評価 

エコ運転定着、効率を考慮した配車を実施。 ○ 

  

次年度の取組 

   効率のよい作業、経費削減に向けて改善案を、社員皆から募って行く。 

   燃費データを集計して、毎月フォローする。 

 

 

⑶  水使用量の削減 

評価 



運搬車両洗車時等の節水に努め､前年度実績の約 5.4％の使用量削減出来た。 ○ 

  

次年度の取組 

     特に洗車時の節水に努める。 

   地下水の更なる有効活用と、普段の水使用を見直して行く。 

 

⑷  会社内外の環境美化 

評価 

各人の美化意識向上し率先して清掃作業に参加する姿勢が見える。 ○ 

近隣よりの苦情が特に無く美化の維持管理ができている。 ○ 

 

  次年度の取組 

    各、自治体等の要請にも答えられる、体制をとっていく。 

 

⑸  再生商品の積極的な導入 

評価 

重機、車両 など 修理 に必要な 部品 は 再生品 を 使用する。 ○ 

 

    次年度の取組 

     事務用品については、用品利用数の絶対数が少ないが、再生紙利用及び複写 

両面利用、失敗用紙メモ利用等、再利用に努める。 

     今以上に再生商品に注目して、積極的に導入検討する。 

 

 

環境関連法規への違法、訴訟等の有無 

  関係法令の自己チェックを行い違反の無い事を確認しました。 

  また、関係機関、周辺住民からの指摘、苦情は、一件もありませんでした。 

              確認日：令和５年１月３１日  確認者：山口 忠彦 

法令の名称 法令等の遵守すべき内容 法令等の適用を受け

る設備、行為 

点 検 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律 

処理基準、保管基準 適正処理 

処分：運搬 

◯ 

 委託基準 書面契約 

搬入：搬出 

◯ 

 産業廃棄物管理票制度 適正利用 

記載事項：保存 

○ 



 許可処理施設 施設届出 

処分：運搬 

◯ 

 技術基準 施設、管理者の基準 

処分 

○ 

 維持管理基準 

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄

物の最終処分場に係る技術上の基準を

定める省令 

測定、記録 

処分 

◯ 

 許可申請、届出 変更、更新、新規 

処分：運搬 

○ 

 産業廃棄物管理票 適正利用 

保管：交付状況 

◯ 

水質汚濁防止法 該当無し 

(廃掃法、条例に含まれる) 

該当無し ― 

騒音規制法 騒音基準 重機 

車両 

○ 

振動規制法 振動基準 重機 

 

◯ 

自動車リサイクル法 該当無し 該当無し ― 

浄化槽法 点検・清掃 事務所の浄化槽 ○ 

敦賀市悪臭防止条例 規制基準 測定、記録 

処分 

○ 

敦賀市水源保護条例 規制基準 測定、記録 

処分場 

◯ 

福井県適正処理指導要綱 遵守事項 管理、届出 

処分：運搬 

◯ 

建築基準法 規制基準 許可、届出 ○ 

消防法 危険物届出 届出 ◯ 

労働安全衛生法 安全管理 事故防止、有資格 

処分：運搬 

○ 

フロン排出抑制法 簡易検査 業務用エアコン 

重機類エアコン 

○ 

  



 

代表者による全体の評価及び見直し記録 

 

令和 ５年 １月 ３１日 

代表者印 
環境管理
責任者印 

 

 

 

 

 

 

 

① 環境管理責任者⇒経営者   環境管理責任者は以下のことを報告し、必要な処置を取

ります。 

    評価 及び 問題点等 今後の対策・改善内容等 

環境目標、環境活動

計画が予定通りか 

 

適・不適 

受入物に含まれる、リサイクル 

可能な廃棄物が減少傾向にある 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類リサイクル業者様

の受入がストップとなった。 

おおむね現状維持する 

事が出来た。 

 

環境法規等の要求事

項を守っているか 

 

適・不適 

問題なし 

保管・交付状況報告等､徹底を図る。 

 

苦情・要望への対応

は出来ていたか 

 

 

 適・不適 

苦情は有りませんでした。 苦情、要望等が有った場合は速やか

に 

対応を行い、夕方のミーティングで 

全社員に通達する。 

前回の全体評価によ

り行われた改善の効

果 

 

 有・無 

リサイクル率を除き、全体的に 

改善が図られた。 

環境､資源意識の向上により､社員

意識 

の向上を図った。 

取組活動が、事業所

にとって有意義かど

うか 

 

 

有・無 

取り組み内容が､身近で有り 

有意義であった。 より一層の取組みに向けて努力す

る。 

 
 
 
 
 

代表者は、定期的に（年１回以上）下記の「全体の取組評価」と「見直し」を行う。 



② 代表者⇒環境管理責任者・社員   

③ 代表者は①の結果報告により、以下のことを評価・決定し、必要に応じて、指示します。 

 必要性 変更の内容 

環境方針の内容変更  

 有・無 

 

環境目標、環境活動計画

の内容変更 

 

有・無 

 

その他、環境経営システ

ムの内容変更 

 

有・無 

 

 


